ハウスプラス住宅保証㈱

審査部　評定室

性能評価の国土交通省大臣認定申請の手続きについて

　ハウスプラス住宅保証株式会社では、性能評価審査をさせて頂いた案件に関して認定申請に必要な書類を作成し、国土交通省住宅局 参事官（建築企画担当）付 に提出、認定を受領するまでのお手続きをお手伝いさせて頂きます。
１．認定申請に必要な書類

（１）委任状

１部

（２）申請書類
１部

（３）提出資料
紙申請の場合：正・副・控　計３部（別紙１）
電子申請の場合：別紙（案内Excel）記載の通り
注１）（１）～（３）について、申請毎にご用意下さい。

２．認定に係る手数料
申し込み時に、建築基準法施行規則第11条の2の3に定められた大臣認定申請手数

料(収入印紙など)を申請毎にご用意願います。
※電子申請を利用される場合も、収入印紙でご提出いただく必要がございます。
３．申請した旨のご連絡

申請書類を国土交通省に提出次第、その旨をメール等でご連絡致します。

４．認定書の受渡し（当社へ認定書の受領まで委任された場合）

国土交通省の事務手続きが終了次第、認定書をお渡しできる日時を、メール等をもってご連絡申し上げます。

　連絡先　ハウスプラス住宅保証株式会社

審査部 評定室事務局

TEL 03-4531-7303　Fax 03-4531-7301
国土交通大臣　○○○○　様

委　　任　　状

　私は、指定性能評価機関であるハウスプラス住宅保証株式会社に、下記の事項を委任します。

記

1． 国土交通大臣が行う構造方法の性能評価の認定に係わる事務の件

件　名： ＊件名をご記入下さい、また、下記のいずれかにチェックを入れて下さい
　　□ 申請書類の提出のみ

　　　□ 申請書類の提出から認定書の受領まで

　上記について、委任します。

　　　令和　　年　　月　　日

住所

社名　＊申請者名でご記入下さい
代表者　　　　　　　　　　　　

第五十号の十一様式（第十条の五の二十一関係）（A4）

構 造 方 法 等 の 認 定 申 請 書


年　　月　　日


国土交通大臣　○○○○　様


申請者の住所又は　　　　　　

主たる事務所の所在地　　　　

申請者の氏名又は名称　　　



下記について、建築基準法第20条第1項第一号の規定による認定を受けたいので、同法第68条の25第1項（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定により、申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。

記

１．認定を受けようとする構造方法等の名称

　○○○○○○○　における構造方法

２．工場その他の事業場の名称及び所在地

３．備考

第五十号の十一様式（第十条の五の二十一関係）（A4）

構 造 方 法 等 の 認 定 申 請 書

年　　月　　日

国土交通大臣　○○○○　様
 MACROBUTTON EmptyMacro [申請者の住所又は] 　　　　　　

 MACROBUTTON EmptyMacro [主たる事務所の所在地] 　　　　

 MACROBUTTON EmptyMacro [申請者の氏名又は名称] 　　　

下記について、建築基準法第20条第1項第一号の規定による認定を受けたいので、同法第68条の25第1項（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定により、申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。

記

１．認定を受けようとする構造方法等の名称

　○○○○○○　における構造方法

２．工場その他の事業場の名称及び所在地
３．備考

（別紙１）
時刻歴応答解析建築物大臣認定申請における提出図書作成要領

　時刻歴応答解析建築物大臣認定申請時における提出図書について、提出様式の統一をお願いしております。つきましては、以下の点にご注意下さいますよう宜しくお願い致します。

■申請書類の綴じ方について

　□綴じ方

　　左中央部にパンチの上、ひも綴じ【正のみ】 

（副と控は、紙ファイル・キングファイル等をご使用ください）
　□綴じ方の順番

　　上から順に

　　・構造方法の認定申請書（要 申請者捺印：正1部のみ）

　　・委任状（要 申請者捺印：正1部のみ）

・パースまたは模型写真

　　・配置図（認定対象建築物を表記）

　　・性能評価書（原本：正）※1
　　・時刻歴チェックリスト（弊社用意）
　　・別添（HP-評第6号様式、構造説明図）

　　・別表（HP-評第7・8・9・10号様式）

・性能評価申請書（写し）※1 
　　・中表紙
　　・建築計画概要書

　　・構造計画概要書（各概要）
　　・その他（施工計画概要、特殊な材料及び装置の概要等）

　　・指摘事項回答書
※1：性能評価申請書（写し）及び性能評価書（原本）がお手元にない場合は、弊社にて添付いたします。
※2：性能評価用提出図書は、委員会及び構造計算確認による修正事項を全て反映したものを添付してください。
提出資料（計３部）
・正【国交省提出用】：上記一式（①＋②）
・副【ご返却用】：別添のみ
・控【ﾊｳｽﾌﾟﾗｽ控】：上記一式（①＋②）　※認定申請書・委任状は正のコピーを添付願います
大臣認定申請図書作成の注意点について

・構造方法等の認定申請書
建築基準法施行規則第11条の2の3に定められた大臣認定申請手数料(収入印紙など)

を申請毎にご用意ください。
日付は空欄で、印紙は貼らずにご提出ください。
・委任状
　　日付は空欄としてください。

・配置図

　　①配置図は、赤枠等で認定範囲・性能評価範囲を明示してください。

（「性能評価・認定対象建築物」と記載等）
※超高層の共同住宅の中にタワーパーキングがある場合には、当該タワーパーキングが範囲に含まれているかについても分かるようにしてください。

　　②敷地の範囲を示してください。

付属棟や道路内建築物がある場合には、各棟の範囲を示してください。
③各棟間でエキスパンションジョイント（Exp.J）を設けている場合には、
その位置を明示してください。
・別添（構造図）
図枠は「名称、図名、縮尺、S-*、別添-**」表記のみで（設計者名等は削除）、
別添番号はHP-評第6号様式の別添（A4版）からの連番としてください。
・指摘事項回答書　※紙申請の場合
追加検討項目一覧、追加検討資料、指摘事項回答書　の順に添付してください。
貼らないで下さい





記入上の注意点





申請


手数料





記入しないで下さい





記入して下さい


※現在、押印は任意ですが、押印省略の場合も 申請者様がご記入願います。





申請時の大臣名を記載して下さい


（委任状も同様）





三号ロの建物でも、規定のため「一号」となります





記入しないで下さい





申請





手数料





①大臣認定申請書類





②性能評価用提出図書 ※2


（委員会時と同様の構成）
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